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海外旅行保険の申込に関する手順書

広島大学 国際室国際部留学交流グループ
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公益財団法人 日本国際教育支援協会 学研災付帯 海外留学保険（略称：付帯海学）

１． 海外旅行保険 （１）保険の概要

３１日まで

３１日超

①ご自身のケガや病気に関する補償

②他人にケガ等をさせてしまったときの補償
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※1

※2

３１日まで
３１日超

携行品（パスポートを含みます。また、留学生生
活用動産の場合は、「宿泊・居住施設保管中の
もの」も含みます。）の置き忘れまたは紛失（置
き忘れまたは紛失後の盗難を含みます。）による
損害については保険金をお支払できません。

携行品（留学生生活用動産の場合は、「宿泊・
居住施設保管中のもの」も含みます。）1個、1
組または1対あたり10万円（乗車券等は合計5
万円）がお支払の限度です。

※1
※2

※1
※2

※3
※3

※4 ※5

※4

③持ち物に関する補償

④その他費用に関する補償

※5

身の回り品購入費については、
搭乗した航空機の到着後6時間
以内に航空会社に預けた手荷
物が目的地に届かなかった場合
で、航空機到着後96時間以内
にご負担された費用がお支払い
の対象となります。

「寄託手荷物遅延等費用保険
金」を指します。

「出発遅延・欠航・搭乗不能費用
保険金」および「乗換遅延費用保
険金」を指します。
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（１）保険期間31日までの方

保険金額補償項目

1,000万円傷害死亡・後遺障害

1,000万円疾 病 死 亡

無制限治療・救援費用

1億円賠 償 責 任

40万円携 行 品 損 害

３万円航空機寄託手荷物

付帯あり航 空 機 遅 延

１． 海外旅行保険 （２）保険金額

（２）保険期間31日超の方

保険金額補償項目

1,000万円傷害死亡・後遺障害

1,000万円疾 病 死 亡

無制限治療・救援費用

1億円留学生賠償責任

40万円留学生生活用動産

３万円航空機寄託手荷物

付帯あり航 空 機 遅 延

※ 携行品損害・航空機寄託手荷物・航空機遅延・留学生賠償責任・留学生生活用動産の保険金の請求

は原則日本のみで受け付け、日本にて円貨でお支払いします。事故および損害額の証明書類を必ず

お持ち帰りください。また、留学生賠償責任、留学生生活用動産についてはご契約者を通じて、日

本にて保険金請求の手続きをお願いします。

補償内容の詳細につきましては、別途お渡しします「海外旅行保険あんしんガイドブック」

にて必ずご確認ください。

※ 上記プラン以外の補償をご希望の方は、個別に承りますので取扱代理店までお問合せください。
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２．海外留学生トータルサポートサービス
（海外留学生TSS）の内容

海外留学生トータルサポートサービスでは、海外留学中の「困った」をサポートします。

（１）東京海上日動火災保険(株)のグループ会社である東京海上インターナショナルアシスタ

ンス社（以下、INTAC）、東京海上日動メディカルサービス社（以下、TMS）によって、

「24時間365日体制」で「東京での一元受付」を実施いたします。

（２）海外旅行保険契約証をお手元にご用意の上、携行カード裏面記載の電話番号（※フリー

ダイヤル）へご連絡をしていただき、『広島大学の○○（お名前）ですが・・・』とお申

出ください。

※フリーダイヤルの設定がない国・地域からはコレクトコール、あるいは直接電話の利用

となります。

（３）病気・怪我・盗難の際や「よろずお困り事の相談」、海外での健康・体調面の相談に対

応します。

（４）有事の際、ご家族の方が日本国内からご相談することも可能です。

※ お問い合わせいただいた内容やサポートデスクでの対応状況等は大学に報告されます。

※ 利用方法については、本冊子の最後に掲載している「海外留学生トータルサポートサービ

スのご利用方法ご案内」を確認してください。
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手続き案内メールに記載のURLをクリックしサイトへアクセスしてください。
ログインIDはご自身の学籍番号、パスワードはメールに記載の英数字を入力し、ログインしてください。

スマホ・PCより以下の手順に従ってお手続きください。
原則、出発の1ヶ月前までに手続きを完了させてください。

1. 手続きサイトへログイン

３．海外旅行保険・海外留学生TSSの加入手続きについて

２. お申込み内容の入力
必須項目をご入力ください。

出国予定日・帰国予定日（保険のご加入期間）
現地派遣留学期間の留学開始前、終了後に旅行など
の計画がある場合にはその期間を含めてください。
期間を延長する場合（現地滞在期間を延ばすことに
なった際）、保険期間が終了する前に必ず延長手続
きを日本の代理人を通じて行ってください。なお、
延長手続きをせず保険期間終了後に事故・病気など
が発生した場合、保険金支払いの対象となりません
のでご注意ください。

保険料
保険期間に対応する海外旅行保険料が自動で計算
され表示されます。ここに表示されるのは海外旅
行保険の保険料部分のみです。海外留学生TSS料
金については海外旅行保険料の決済後に別途表示
されます。
事前に9ページの料金表にて保険期間に対応する料
金（海外旅行保険＋海外留学生TSS）をご確認く
ださい。
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お申込み内容を確認の上、『この内容で確定する』ボタン
をクリックしてください。

３. お申込み内容の確認

５. 海外旅行保険決済クレジットカード情報の入力・決済
クレジットカード情報を入力し『確定』をクリックし次の画面で『決済に進む』。
『続けて危機管理サービスの決済へ進む』をクリック。

４.決済に進む
『決済画面へ進む』ボタンをクリックし
てください。

６. 危機管理サービス（海外留学生TSS）料金の決済
TSS料金を確認し『お支払い画面へ』をクリック。先ほど入力したクレジットカード情報が引き込まれるため内
容を確認し『確定』をクリック。『決済に進む』をクリックしてお支払い手続きの完了です。

海外留学生TSS
の料金です。
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７．手続き完了通知
手続き完了後、【お手続き完了のお知らせ】メールが送信されますのでご確認ください。

８．手続き完了後にご対応いただくこと
お手続きを完了して３日～１２日で【被保険者証のご案内】メールが送信（※）されます。
（手続きした曜日により送信までの日数が異なります。）

メールに添付されている『被保険者証.pdf』を各自印刷し、事前に配布した
『海外留学生トータルサポートサービスカード』と一緒に必ず渡航先に持参
してください。

被保険者証を印刷
して渡航先に持参
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４．料金表

＊海外旅行保険の保険料には、包括割引１５％、過去の損害率による割引２６％が適用されています。

内訳合計金額（単位：円）

保険期間
海外留学生TSS契約証表示金額＊

(払込み頂く金額) ｻｰﾋﾞｽ料金（単位：
円）

保険料（単位：円）

731,7301,8031日まで

1462,3102,4562日まで

2192,8303,0493日まで

2923,2803,5724日まで

3653,8804,2455日まで

4384,4304,8686日まで

5114,8805,3917日まで

5845,2905,8748日まで

6575,6806,3379日まで

7306,0506,78010日まで

8036,4407,24311日まで

8766,8307,70612日まで

9497,2308,17913日まで

1,0227,6108,63214日まで

1,0957,9309,02515日まで

1,2418,4109,65117日まで

1,3879,14010,52719日まで

1,5339,87011,40321日まで

1,67910,68012,35923日まで

1,82511,50013,32525日まで

1,97112,30014,27127日まで

2,11713,15015,26729日まで

2,26314,01016,27331日まで

2,48214,78017,26234日まで

2,84717,19020,03739日まで

3,35820,50023,85846日まで

3,86924,31028,17953日まで

4,38028,61032,9902か月まで

6,57039,48046,0503か月まで

8,76055,72064,4804か月まで

10,95071,48082,4305か月まで

13,14087,040100,1806か月まで

15,330102,760118,0907か月まで

17,520118,540136,0608か月まで

19,710134,680154,3909か月まで

21,900150,570172,47010か月まで

24,090165,910190,00011か月まで

26,280181,820208,1001年まで

※保険期間は2年まで契約出来ます。１年超の留学の場合は代理店へお問い合わせください。
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保険契約証番号 ：

ご契約者名及び保険の対象となる方： （留学生本人）

保険期間 ： 年 月 日～ 年 月 日

延長期間 ：保険期間を 年 月 日まで延長

ご契約の代理店 ：株式会社ライフパートナーズ

営業店の名称 ：東京海上日動火災保険(株) 広島支店企業公務金融室

（１）下記の事項を、FAX・メール・電話等にてご家族など日本における連絡先にご連絡を

お願いします。

＜連絡事項＞

（２）ご連絡を受けられた方（ご家族など代理人の方）は株式会社ライフパートナーズ（連絡先は１０ページ

参照）にご連絡をお願いいたします。追加保険料のお支払いが必要となる場合には、日本にいらっしゃ

る代理人の方に、株式会社ライフパートナーズより追加保険料と振込口座をご案内しますので、

入金（振込み）の手続きをしてください。

（３）保険期間終了以前にお手続きを完了いただかないと、延長の手続きができません。延長の手続きが必要

な場合には、日数に十分余裕をもってお手続きいただきますようお願いします。

※延長後の保険期間が２年を超える場合、延長の手続きはできません。

※お客様のご契約状況によっては、保険期間延長をお引受けできないことがありますので、ご了承

ください。

※ご契約されている特約によっては、延長された期間を含め、保険期間を通じてご契約の保険金額

が保険金お支払いの限度となりますので、ご了承ください。

５．保険期間の延長と保険解約の手続き方法について
（含む海外留学生TSS）

現地にて滞在期間の延長などが発生し、帰国日が変更となり、加入をしている海外旅行保険の

保険期間を延長する必要がある場合には、下記の要領にて手続きをしてください。

また、やむを得ず留学を早く切り上げるようなケースが発生し、保険期間の途中で日本に帰国

されるような場合には、保険の解約が可能ですので、下記の要領にて手続きをしてください。

■ 保険期間延長のお手続き方法

（１）留学生ご本人様より株式会社ライフパートナーズにメールまたは電話にて連絡をお願いします。

（２）解約返れい金がある場合は返金についてご案内いたします。日本への帰国日がわかるもの

（帰国スタンプが押印されているパスポート）が必要となりますので、ご準備ください。

※保険期間満了までの期間が短い場合（短期留学者は２～３日、長期留学生は1ヶ月未満の場合）は

解約しても返れい金がない場合があります。また、解約日は日本への帰国日になりますので、

あらかじめご了承ください。

■ 保険解約のお手続き方法
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「海外留学生トータルサポートサービスカード」裏面に記載の電話番号まで連
絡してください。

担当者が日本語・英語で各種相談に応じます（24時間365日対応）
また、有事の際、ご家族の方が国内からご相談いただくことも可能です。

６．海外でもしも事故にあった場合

＜国内からの連絡先＞

海外危機管理サポートデスク（INTAC）：03-3572-8601

海外健康電話相談サービス（TMS） : 同上（「海外健康電話相談サービスを利用したい」
旨をオペレーターにお伝えください。）

７．連絡先

■ 手続き方法に関するお問い合わせ

広島大学 国際室国際部留学交流グループ

TEL ：（０８２）４２４－６１８2

■ 取扱代理店

株式会社ライフパートナーズ

住所 ：広島市南区出汐１丁目１７－２８－２０１

TEL ：（０８２）２５５－５０７７

FAX ：（０８２）２５５－５２２７

E-MAIL ：partners@lp-group.co.jp

営業時間：９：００～１８：００（土日祝祭日を除く）

■ 引受保険会社

東京海上日動火災保険株式会社 担当課：広島支店企業公務金融室

TEL ：（０８２）５１１－９２３６

営業時間：９：００～１７：００（土日祝祭日を除く）
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